
（様式１－３） 

川内村生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成 26年 7月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 3 事業名 災害公営住宅駐車場整備事業（宮ノ下） 事業番号 ◆A-1-1-1 

交付団体 川内村 事業実施主体（直接/間接） 川内村（直接） 

総交付対象事業費 10,710（千円） 全体事業費 10,710（千円） 

事業概要 

原子力災害により避難を余儀なくされている川内村民の居住の安定を確保するため、災害公営住宅に

係る駐車場を整備する。 

【整備概要】 

 整備台数：30台分 

 整備箇所：福島県双葉郡川内村大字下川内字宮ノ下地内 

 整備内容：①屋外の平面駐車とし、見通しの良い場所に整備。 

     ②台数は住戸に対して 100％～200％の範囲で、周辺状況を考慮し必要なスペースを確保 

     ③駐車スペースの大きさは幅 2.5ｍ、奥行き 5.0ｍ程度 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

『福島県復興計画(第２次)』 

取組名：生活再建支援プロジェクト【復興公営住宅整備】 

取組内容：避難町村の意向を十分に確認しながら、県営住宅を含む様々な整備方法について検討中 

 

「川内村災害復興ビジョン（平成 23年 9月）」 

取組名：快適な居住空間の確保に関すること 

取組内容：村内における災害公営住宅の整備 

本村の仮設住宅の多くは、郡山市、いわき市の市街地にあることから生活環境の変化から日々不安を持

ちながら避難生活を送っており、高齢者、幼い子供を持つ世帯は特に将来の生活に不安を抱えている。 

また、居住環境が劣悪なことから、心身とも大きなストレスを感じていることから、村内に災害公営住

宅を整備することにより住宅環境の改善を図ると伴に帰村を促したい。 

避難の状況との関係 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、村内に避難指示区域が設定され、役

場機能を一時村外の地域に移転していた。 

災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、早期に整

備することが必要である。また、災害公営住宅にはコミュニティのため公園を併設するなど、入居者はも

ちろん、周辺に避難されている方も含めて交流できるよう整備を行う。 

※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ａ－１－１ 

事業名 災害公営住宅整備事業等（宮ノ下） 

交付団体 川内村 

基幹事業との関連性 

 災害公営住宅の整備と併せ駐車場を整備し、入居者の居住性・利便性の向上を図るととも

に、居住制限者等の生活再建を支援する。 



（様式１－３） 

川内村生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成 26年 7月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 4 事業名 災害公営住宅駐車場整備事業等（宮ノ下２） 事業番号 ◆A-1-2-1 

交付団体 川内村 事業実施主体（直接/間接） 川内村（直接） 

総交付対象事業費 7,140（千円） 全体事業費 7,140（千円） 

事業概要 

原子力災害により避難を余儀なくされている川内村民の居住の安定を確保するため、災害公営住宅に

係る駐車場を整備する。 

【整備概要】 

 整備台数：20台分 

 整備箇所：福島県双葉郡川内村大字下川内字宮ノ下地内 

 整備内容：①屋外の平面駐車とし、見通しの良い場所に整備。 

     ②台数は住戸に対して 100％～200％の範囲で、周辺状況を考慮し必要なスペースを確保 

     ③駐車スペースの大きさは幅 2.5ｍ、奥行き 5.0ｍ程度 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

『福島県復興計画(第２次)』 

取組名：生活再建支援プロジェクト【復興公営住宅整備】 

取組内容：避難町村の意向を十分に確認しながら、県営住宅を含む様々な整備方法について検討中 

 

「川内村災害復興ビジョン（平成 23年 9月）」 

取組名：快適な居住空間の確保に関すること 

取組内容：村内における災害公営住宅の整備 

本村の仮設住宅の多くは、郡山市、いわき市の市街地にあることから生活環境の変化から日々不安を持

ちながら避難生活を送っており、高齢者、幼い子供を持つ世帯は特に将来の生活に不安を抱えている。 

また、居住環境が劣悪なことから、心身とも大きなストレスを感じていることから、村内に災害公営住

宅を整備することにより住宅環境の改善を図ると伴に帰村を促したい。 

避難の状況との関係 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、村内に避難指示区域が設定され、役

場機能を一時村外の地域に移転していた。 

災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、早期に整

備することが必要である。また、災害公営住宅にはコミュニティのため公園を併設するなど、入居者はも

ちろん、周辺に避難されている方も含めて交流できるよう整備を行う。 

※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ａ－１－２ 

事業名 災害公営住宅整備事業等（宮ノ下２） 

交付団体 川内村 

基幹事業との関連性 

 災害公営住宅の整備と併せ駐車場を整備し、入居者の居住性・利便性の向上を図るととも

に、居住制限者等の生活再建を支援する。 


